平成２１年度岡山大学若手研究者スタートアップ研究支援事業実施要項
平成２１年８月７日
１．趣　旨
　　岡山大学に新たに採用された若手研究者に対し、研究活動のスタートアップ支援を行うため、研究環境の整備等の経費を措置するものである。
２．定　義
この要項において「部局」とは、各学部、各研究科、各全学センター、地球物質科学研究センター、資源生物科学研究所及び岡山大学病院をいう。
３．対象者
国立大学法人岡山大学職員就業規則第２条第１項第１号ロに定める常勤の教育職員のうち３９歳以下（採用時）の准教授、講師、助教で、別表に示す期間に新規に採用された者。
４．申請方法
　本事業による研究支援を希望する者は申請書（別紙様式１）を作成し、所属する部局（以下、所属部局という。）の長がとりまとめの上、研究交流部研究交流企画課へ提出する。

５．スタートアップ研究支援費の措置等
  (1)　スタートアップ研究支援費として８０万円を措置する。当該スタートアップ研究支援費は、研究環境の整備、研究活動、研究成果発表等の経費として使用することができる。

　(2)　配分日以降２年を経過して残額がある場合には返還するものとする。

　(3)　スタートアップ支援費を措置された者は、措置後２年以内に科学研究費補助金に応募する義務を負う。
　
６．研究支援体制等
 　本事業は、所属部局と連携して、若手研究者の研究支援を行うものである。所属部局は、当該研究支援を実効ならしめるようにするため、該当する若手研究者への助言・支援を行う教員を配置することを含めた研究環境の体制整備を図るものとする。
７．通知

　　スタートアップ支援費の措置対象者、措置額等については所属部局長へ通知するものとする。
８．報告書の提出等
スタートアップ支援費を措置された者は、配分日より２年経過した後１月以内に別紙様式２による報告書を作成し、所属部局長がとりまとめの上、研究交流部研究交流企画課へ提出するものとする。

別　表

	採用日
	申請書提出期限
	研究支援費配分月日
	報告書提出日

	平成20年4月2日
～平成21年7月1日
	平成21年9月7日
	平成21年10月1日
	平成23年11月1日

	平成21年7月2日
～平成21年10月1日
	平成21年10月9日
	平成21年11月2日
	平成23年12月2日

	平成21年10月2日
～平成22年1月1日
	平成22年1月8日
	平成22年2月1日
	平成24年3月1日


※該当の申請時期に申請しなかった者は、その次の申請時期に限って申請することができる。
